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２０２６年度 東陽小学校「いじめ防止基本方針」 

 

１ いじめの定義・態様・認知 

（１）いじめの定義 

「いじめ」とは，ある児童に対して，その児童と一定の人的関係にある他の児童等が

行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるもの

を含む）であって，いじめの対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをい

う。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的・形式的にするのでは

なく，いじめられた児童の立場に立って行うことが必要である。 

 ここで，一定の人間関係とは学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動の児童

や塾，スポーツクラブなど，その児童が関わっている仲間や集団などにおける人的

関係をさす。 

 物理的な影響とは，身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，嫌な

ことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。 

 なお，「いじめの芽」や｢兆候｣についても，定義に従い，いじめと認知する。 

（２）いじめの態様 

 具体的ないじめの態様は，以下のようなものがある。 

・冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる。 

・仲間外れ，集団で無視をされる。 

・軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして，叩かれたり蹴られたりする。 

・ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。 

・金品をたかられる。 

・金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。 

・嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。 

・パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷や嫌なことをされる。   

（３）いじめの認知 

 加害行為の「継続性」「集団性」や「一方的」など被害・加害児童の力関係の差等    

の要素により，いじめの定義を限定して解釈しないようにすること。また，実際の事

案においても，いじめの定義とは別の要素を判断基準とすることにより，いじめと

して認知しないことがないように，教職員間での共通理解を図る。 

子どもは，それぞれが一人の人間としてかけがえのない存在であり，尊重さ

れなければならない。子どもの心と体に深刻な被害をもたらすいじめは，基本

的人権を阻害するものであり，学校，家庭，地域が連携して防止に取り組む必

要がある。平成２５年９月にいじめ防止対策推進法が制定された。その第１３

条には「学校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ方針を参酌し，その学校

の実情に応じ，当該学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本方

針を定めるものとする」とある。また，第２２条には「複数の教職員，心理，

福祉等に関する専門的な知識を有する者，その他の関係者により構成される

いじめ防止等の対策のための組織を置くものとする」と定められている。 

 国の基本方針，新城市の基本方針を受け，東陽小学校にいじめ防止対策委員

会を設置し，学校いじめ防止基本方針を策定する。 
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２ いじめ防止の基本理念と責務 

（１）基本理念 

 いじめの防止等の対策は，児童が安心して学習その他の活動に取り組むことがで

きるよう，学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として

行われなければならない。全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を

促し，児童の豊かな情操や道徳心，自分の存在と他の存在を等しく認め，お互いの人

格を尊重し合える態度など，心の通う人間関係を構築する。加えて，全ての児童が安

心でき，自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりを行う。さらに，いじめを

受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ，学

校，地域，家庭その他の関係者の連携の下，いじめの問題を克服することを目指して

行われなければならない。 

（２）教職員の責務 

 教職員は，基本理念にのっとり，児童の保護者，地域住民，児童相談所その他の関

係者との連携を図りつつ，学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組むとともに，

児童がいじめを受けていると思われるときは，適切かつ迅速にこれに対処する責務

を有する。また，お互いの個性や多様性を認め合い，安心して自分の思いを伝え合う

ことができる風土を作れるように指導，支援する。 

（３）保護者の責務 

 保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，その保護する

子がいじめを行うことがないよう，規範意識を養うための指導その他の必要な指導

を行うよう努めるものとする。保護者は，その保護する子がいじめを受けた場合に

は，適切にその子をいじめから保護する責務を負う。 

（４）児童の役割 

 児童は，「自分も一人の人間として大切にされている」という自己存在感を実感し，

お互いの個性や多様性を認め合いながら学校生活が送れるように努めるものとする。

児童はいじめを受けた場合には，一人で悩まず家族，学校，友達又は関係機関等に相

談することができる。児童は，いじめを発見した場合（いじめの疑いを認めた場合を

含む）及び友達からいじめの相談を受けた場合には，家族，学校又は関係機関等に相

談することができる。 

 

３ いじめ防止対策のための組織 

 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，複数の教職員，心理，福祉等に

関する専門的な知識を有する者，その他の関係者により構成されるいじめ防止等の

対策のための組織を置く(以下組織と表記)。この組織は，学校が組織的にいじめ問題

に取り組むに当たって中核となり，以下の役割を担う。 

・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の 

 中核としての役割 

・いじめの相談，通報の窓口としての役割 

・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録，共有 

 を行う役割 

・いじめの疑いに係る情報があった時には，緊急会議を開いて，いじめの情報の迅速 
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校長・教頭 生活指導主任 生徒指導連絡協議会 

 

校長 教頭 教務主任 

校務主任 生徒指導担当 養護

教諭 保健主事 関係学級担任 

特別支援教育コーディネーター 

不登校対応コーディネーター 

関係学級担任 

ＰＴＡ 

学校評議員 

民生委員 

 

東陽の子どもを語る会 スクールカウンセラー 

全職員 

通 学 団

会 

教育委員会 児童相談所・警察等 

いじめ・不登校対策委員会 

 な共有，関係のある児童への事実関係の聴取，指導や支援の体制・対応方針の決定 

 と保護者との連携等の対応を組織的に実施するための役割 

 

 また，校内の「報告・連絡・相談・確認」体制を確立し，「いじめ・不登校対策委

員会」などの機能充実を図るとともに，スクールカウンセラーなどの効果的な活用

も考える。また，児童の実態に応じて，関係機関と連携した指導体制づくりを進め，

指導・援助に当たることが必要である。 

 

＜組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

４ いじめの未然防止 

（１）学校におけるいじめの未然防止 

 児童の豊かな情操と道徳心を培い，心の通う対人交流の能力の素地を養うことが

いじめ防止に資することを踏まえ，全ての教育活動を通じた道徳教育および体験活

動等の充実を図る。さらに，在籍する児童の保護者，地域住民その他の関係者との連

携を図りつつ，いじめ防止のために児童が自主的に行う活動に対する支援，児童及

びその保護者並びに教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を

深めるための啓発その他必要な措置を講ずる。また，いじめの早期発見・いじめへの

対処に関する取組を全教職員で共有するため，生活アンケートを実施したり，東陽

の子どもを語る会を開いたりする。共有したい情報は，校務支援に入力する。 

 なお，アンケート調査の結果については，３年間を保存期間とする。 

（２）いじめ防止に従事する教職員の資質の向上 

 教職員に対し，いじめ防止等のための対策に関する研修，カウンセリング能力向

上のための研修など，資質の向上に必要な研修を計画的に実施する。未然防止の基

本は，児童のコミュニケーション能力を育み，規律正しい態度で授業や行事に主体

的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことにある。そのため

の力量向上につながる研修を実施する。 

 また，教職員の不適切な言動によって，児童を傷つけたり，他の児童によるいじめ

・東陽小ＰＴＡ (48 名) 

・大野子ども安全ネットワーク（25 名） 

・井代安全ボランティア（3 名） 

・湯谷，能登瀬安全ボランティア（8 名） 

・槇原・名越・柿平安全ボランティア（5 名） 

        全 88 名 

 

 

 

 

 

東陽小学校児童安全 

ネットワーク 
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を助長したりすることがないよう，指導の在り方を常に見直す。 

（３）いじめ防止に資する授業の取り組み 

 児童生徒自ら現在および将来における自己実現を図っていくための自己指導能力

の育成を目指すという生徒指導の意義を踏まえ，学習指導と関連付ける。授業を通

じて児童生徒との信頼関係の構築と児童理解の深化に努めながら，以下の３点に留

意した授業づくりを目指す。 

・自己存在感を与える 

・共感的な人間関係を構築する 

・自己決定の場を与える 

また，本校は以下の学習形態に力を入れ

ている。 

  ○東陽スタンダード学びの８か条  

「しつけ」は，人間形成の基礎をつくる上で

大きな役割をもっている。形が整うと，安心

して行動することができる。「しつけ」の基

本は，まず形を整えることである。本校で

は，「東陽スタンダード・学びのルール８か

条」を定め，全校で取り組む。 

 ○「国語力は人間力」 

「国語力を高めることが人間力と結びつ

き，豊かな生活につながる」という考えのも

と，国語力を高め，言語環境を整える中で，

子どもたちのコミュニケーション力を培っ

ていく。 

○道徳の指導の中で 

 道徳の指導は全教育活動を通して行う。その中でマナーやしつけ，よい習慣を身

に付けさせる。また，道徳の授業を体験活動と関連させたり，児童の実態に合わせて

資料を用いたりして行うことにより，「主体的・対話的で深い学び」（アクティブラー

ニング）を実践することができ，自己有用感に目覚めたり，子どもたちの道徳的態度

や実践力を高めることができる。 

 

５ いじめの早期発見 

（１）兆候の把握 

積極的にいじめを認知するために，ささいな兆候であっても，いじめではないか

との疑いを持って，早い段階から適切な関わりを持ち，いじめを隠したり軽視した

りすることがないようにする。教職員はいじめの兆候や懸念，児童や保護者からの

訴えを抱え込まずに，いじめ防止組織に相談する。 

いじめを早期に発見するため，日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努め，

児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに，教職員

相互が積極的に児童の情報交換を行い，情報を共有し，記録を残す。また，児童がい

じめの相談電話，ホットラインを利用できるように周知する。特に授業以外での子
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どもの様子や子ども間の関係の変化を捉えることは大切である。 

（２）いじめの早期発見のための措置 

日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり，休み時間や放課後の雑談の中な

どで児童の様子に目を配ったりする。あわせて，定期的なアンケート調査や教育相

談の実施等により，児童がいじめを訴えやすい体制を整える。また，学校と地域，家

庭，関係諸機関が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

 

６ いじめへの対応 

（１）いじめに対する措置 

  ①学校は，児童もしくは児童の保護者等からいじめに係る相談を受けた場    

合，速やかにいじめの事実の有無の確認を行い，いじめの事実があると思われ

るときは，その結果を教育委員会に報告する。 

  ②学校は，いじめがあったことが確認された場合には，いじめをやめさせ，その

再発を防止するため，複数の教職員でチームを作り，対応する。いじめを受け

た児童又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導又

はその保護者に対する助言を継続的に行う。また，必要に応じて，教育委員会，

警察，病院，児童相談所，NPO 等の関係機関との連携，協働による課題対応

を行う。 

  ③学校は，いじめに係る支援又は指導もしくは助言を行うに当たっては，いじ

めを受けた児童の保護者といじめを行った児童の保護者との間で争いが起き

ることがないよう，いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するな

ど必要な措置を講ずる。 

（２）重大事態への対処 

 学校は，次に掲げる場合には，その事態(以下重大事態)に速やかに対処し，事実関

係を明確にするための調査を行う。 

  ①いじめにより児童の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき。想定されるケースは以下の通り。 

   ・児童が自殺を企図した場合 

   ・身体に重大な障害を負った場合 

   ・金品等に重大な被害を被った場合 

   ・精神性の疾患を発症した場合 など 

  ②いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるとき。相当の期間については，不登校の定義を踏まえ，年間

３０日を目安とする。ただし，児童が３日間連続して欠席しているような場合

には，この目安に関わらず，迅速に対応する。 

    この事態の調査を行ったときは，いじめを受けた児童及びその保護者に対

し，重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。 

 

 また，児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった

時は，その時点で学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考え

たとしても，重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。 
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 学校が，当該重大事態が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めると

きは所轄警察署と連携してこれに対処し，児童の生命，身体又は財産に重大な被害

が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し，適切に援助を求める。 

 重大事態が発生した場合，学校は教育委員会にその状況を直ちに報告する。 

（３）事実関係を明確にするための調査の実施 

 いじめ行為が，いつ(いつ頃から)，誰から行われ，どのような様態であったか，い

じめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか，学校・教職

員がどのように対応したかなどの事実関係を，明確にし，客観的な事実関係を速や

かに調査する。 

① いじめられた児童から聴き取りが可能な場合 

   いじめられた児童から十分に聴きとるとともに，在籍児童や教職員に対する

質問紙調査や聞き取り調査などを行う。この際，いじめられた児童，情報提供

してくれた児童を最優先に守るように配慮する。 

② いじめられた児童から聴き取りが不可能な場合 

   まず，当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取する。更に，迅速に当該保

護者と今後の調査について協議し，調査に着手する。 

（４）調査結果の提供および報告 

調査により明らかになった事実関係について，いじめを受けた児童やその保護者

に対して説明する。その際に，関係者の個人情報に十分配慮し，適切に提供する。 

質問紙調査により得られたアンケートについては，いじめられた児童又はその保

護者に提供する場合があるため，調査に先立ち，そのことを調査対象となる在校生

やその保護者に説明する。 

上記の説明の結果を踏まえて，いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場

合には，いじめを受けた児童又は保護者の所見をまとめた文書の提供を受け，調査

結果の報告に添える。 

（５）いじめられた児童への対応 

 いじめられた児童を徹底して守り通すことを伝え，不安を除去する。「あなたが悪 

いのではない」ことをはっきりと伝え，自尊感情を損なわないようにする。さらに， 

いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員，家族，地域の方等) 

と連携し，いじめられた児童に寄り添い，支える体制をつくる。スクールカウンセラ 

ーを始め，医療機関等とも協力しつつ，ケース会議を開催し，適切なアセスメントを 

行い，二次的な問題の発生を防ぎ，傷ついた心のケアを行う。 

（６）いじめた児童への指導またはその保護者への助言 

 いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い，いじめがあったことが確認

された場合，いじめをやめさせ，その再発を防止する措置をとる。事実関係を聴取し

たら，迅速に保護者に連絡し，事実に対する保護者の理解や納得を得た上，学校と保

護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに，保

護者に対する継続的な助言を行う。 

 いじめた児童の指導に当たっては，いじめは人格を傷つけ，生命，身体または財産

を脅かす行為であることを理解させ，自らの行為の責任を自覚させる。なお，いじめ

た児童が抱える問題など，いじめの背景にも目を向け，当該児童の安心・安全，健全
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な人格の発達に配慮する。心理的な孤立感・疎外感を与えないよう配慮し，必要に応

じて，特別な指導計画による指導を行う。特別な配慮を必要とする場合には，いじめ

た児童やその保護者に対し，スクールカウンセラー等を活用して指導だけでなく適

切な支援を行う。 

（７）いじめが起きた集団への働きかけ 

 いじめを見ていた児童に対しても，自分の問題として捉えさせる。たとえ，いじめ

を止めさせることはできなくても，誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また，は

やしたてるなど同調していた児童に対しては，それらの行為はいじめに加担する行

為であることを理解させる。 

（８）インターネット・スマートフォンを通じて行われるいじめに対する対策 

 児童及びその保護者が，インターネット・スマートフォン等を通じて行われるい

じめを防止し，および効果的に対処することができるよう，情報モラル教室など必

要な啓発活動を行う。 

ラインやネット上の不適切な書き込み等については，被害の拡大を避けるため，

直ちに削除する措置をとる。名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合，プロバ

イダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置をとる。児童に重大な被害が生

じるおそれがある時は，直ちに警察に通報し，適切に援助を求める。 

また，早期発見の観点から，教育委員会と連携し，ネット上のトラブルの早期発見

に努める。 

  

７ 校長および教員による懲戒等 

学校は，必要があると認めるときは，いじめを行った児童についていじめを受け

た児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童が

安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。 

さらに，教育上必要があると認めるときは，学校教育法の規定に基づき，出席停止

や警察との連携による措置も含め，毅然とした対応をする。 

 

８ 留意事項 

 学校評価で，いじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては，いじめの実

態把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう，いじめの早期発見，いじめ

の再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにする。学校基

本方針がきちんと機能しているかをいじめ防止組織を中心に点検し，必要に応じて

見直す。 

いじめの問題等に関する指導記録を保存し，児童の進学・進級や転学に当たって，

適切に引き継いだり情報提供したりできる体制をとる。 


